
アーチェリー場

使用区分

時間区分

（1）アマチュアスポーツを

する者又は学校教育法

第1条に定める学校に通学

する者が使用する場合

（2）その他

（1）アマチュアスポーツをする

者又は学校教育法

第1条に定め学校に通学

する者が使用する場合

（2）その他

9:00～12::00 990円 4,950円 1,980円 9,900円

13:00～17:00 1,320円 6,600円 2,640円 13,200円

18:00～21:00 990円 4,950円 1,980円 9,900円

※延長料は１２:００～１３：００、１７：００～１８：００、２１：００以降の時間帯となります。

*身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は無料となります。

設備・施設･器具の名称

放送設備

照明設備 110円 1時間

使用区分

660円 3,300円

営業時間

営業時間・休館日

受付時間9:00～19:00

開館時間9:00～21:00

12/29～翌年1/3まで

※その他施設点検等により臨時休業する場合があります

ご利用料金

使用料 単位

1,650円 1回

使用料（1面1時間につき）

高校生以下の者が使用するとき 55円

その他の者が使用するとき 110円

3. 設備器具使用料

2. 個人使用料

休館日

入場料等を徴収しない場合 入場料等を徴収する場合

330円 1,650円延長料（１Ｈ当たり）

1. 全部使用料



相撲場

使用区分

時間区分

（1）アマチュアスポーツを

する者又は学校教育法

第1条に定める学校に通学

する者が使用する場合

（2）その他

（1）アマチュアスポーツをする

者又は学校教育法

第1条に定め学校に通学

する者が使用する場合

（2）その他

9:00～12::00 990円 4,950円 1,980円 9,900円

13:00～17:00 1,320円 6,600円 2,640円 13,200円

18:00～21:00 990円 4,950円 1,980円 9,900円

設備・施設･器具の名称

放送設備

照明設備

※延長料は１２:００～１３：００、１７：００～１８：００、２１：００以降の時間帯となります。

3. 設備器具使用料

使用料 単位

1,650円 1回

22円 1時間

1. 使用料

入場料等を徴収しない場合 入場料等を徴収する場合

330円 1,650円 660円 3,300円延長料（１Ｈ当たり）

休館日

12/29～翌年1/3まで

※その他施設点検等により臨時休業する場合があります

ご利用料金

営業時間・休館日

営業時間

受付時間9:00～19:00

開館時間9:00～21:00


